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くみあいニュース山口大学教職員組合（2021年２月 16日 Tuesday） 

第 235号（2020 年度-第１号）／電話：083-933-5034・メール：fuy-union@ma4.seikyou.ne.jp 

 

Facebook・Twitter・YouTube等の発信規制に疑問の声 
～ソーシャルメディアガイドライン案で「懲戒等の処分、法的措置」～ 
  

今、山口大学のソーシャルメディアポリシー等が策定されようとしていますが、この中で、「ソーシャルメ

ディアガイドライン」の懲罰に関する定めについて様々な異論が出始めています。これは、２月２日

（火）の第 202回部局長会議で「ソーシャルメディアポリシー等の策定」が報告・協議されたことか

ら始まったことですが、すでに人文学部からは懲罰に関することについては削除すべきではない

かとの意見が出されています。特に問題となるのは、「ガイドライン」の「履歴等調査、懲戒等処

分、法的措置」の項です。 

「４．大学における調査」 

学生・教職員が、ソーシャルメディアを私的利用した結果、法令違反、人権侵害及び守秘義務違反の疑いが生

じた場合又は山口大学の名誉を著しく損ねていると大学が判断した場合には、関係機関と協議調整し、当該者の

情報発信に関する履歴等を調査する場合があります。また、調査の結果によっては懲戒等の処分、法的措置を

行うこともあります。 

 

「懲戒等の処分、法的措置を行う」はガイドラインに馴染まない！ 
  

すでに相当数の国立大学でもガイドライン等が策定されていますが、こうした懲罰規定を

定めているのは筑波大学等、一部のみとなっております。というより、今回出されたものは

筑波大学の引き写しとなっています。策定の説明文書である「ソーシャルメディアポリシー

群について」で例示されているのは、東北大学（学外非公開）・名古屋工業大学・岡山大

学・広島大学の 4大学ですが、名古屋工業大学では懲戒等にはまったく言及しておらず、広

島大学（2013年策定）でも同様です。岡山大学（2014年策定）の場合は履歴調査についてはほぼ同じ定め

ですが、懲戒等についてはやはり言及していません。この他、島根大学（2017年策定）も履歴調査を行うと

していますが、懲戒等については「また、内容によっては懲戒等の処分に発展することもあります。」とする

に留めていますが、この点は東京大学の「このような非違行為は、懲戒処分などの対象にもなりうるもので

す。」と同様の定めと言えます。この他、香川大学（2016年策定）も懲戒等にはまったく言及せず、むし

ろ、「機密情報の取り扱い」の項で「公益通報者保護法に基づく情報発信を排除するものではない」と明示し

ています。 

結局、山口大学の案は、新聞で「SNSの管理、広がる疑心暗鬼」と報じられている筑波大学（2020年策

定）の「本学の名誉・信用を傷つけた場合、処分などの対象となる」との定めに近いものと見ざるを得ませ

ん。もともと「ガイドライン」は法律・規則ではなく、自主的に守るべき、あるいは守った方がよい基準を

示すものとして使われており、今回の山口大学案のように、「懲戒処分・法的措置を行う」という定めは「ガ

イドライン」には到底馴染まない、書くべきではないものであると言えます。 

 

＊山口大学教職員組合は本日、評議会構成員の方々に、「山口大学のソーシャルメディアガイドライン等策定

について」として、問題点を指摘した文書を送付しました。（２頁に資料掲載） 
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法政大学広報リーフレット「あなたの SNSの使い方、本当にそれで大丈夫？」より 
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恣意的運用のおそれはないか 
～私的発信で「山口大学の名誉を損ねたと判断」されることは？～ 

 昨年 4月 13日に、山口大学がいち早く授業を開始したことについて、学生のツイッター等への投稿がきっ

かけとなって、「めざましテレビ」で全国放送されました。また、組合が４月 10日に感染防止策の徹底を求

めるともに「開始時期の是非について再検討」も合わせて提案したこともあってか、急遽、翌４月 14日から

の「対面授業中止・遠隔授業への移行」を決定しました。その後、学生の手によって部活動規制反対署名・

学年歴反対署名等が行われ大学の意思決定に大きな影響を与えました。しかし、こうした学生等の「私的発

信」が「山口大学の名誉を著しく傷つけた」等と判断されることはないのでしょうか。学内の普通の風景が

「肖像権の侵害」となりはしないのでしょうか。 

例えばこの「くみあいニュース」で書いていることと同様なことを教職員・学生の誰かが Twitterや

Facebook で発信したら、「山口大学の名誉を著しく損ねていると判断」し、「懲戒等の処分・法的措置を行

う」のでしょうか。「大学が判断」というのは、運用によっては「知りえた秘密」ではない、事実にもとづく

個人的な思い・意見の表明・批判であって「大学の名誉を著し 

く損ねた」ものではないことなどについて処分をほのめかすことによ

って、結局のところ、私的な発信あるいは公に大学を批判することを

自粛させることになりはしないでしょうか。 

～事実に基づく批判を職務義務違反として理事を解任した下関市大～ 
公立大学法人下関市立大学では、理事である経済学部長が昨年 10月に大分市で開催された学外のシンポジ

ウム「大学の権力的支配を許していいのか」で、下関市立大学での教授会審査抜きの教員採用・経済系単科

大学への特別支援教育専攻科設置等の大学自治・教授会無視の大学運営について、事実に基づき問題点を報

告したことを、「職務上の義務違反」として理事を解任されるという事件が起きています。これも「大学の判

断」として行われています。 

 

ガイドライン作成の手続きも不十分・拙速 

    ～事務系職員・医療職員や学生の意見は聴かないのか～ 

 部局長会議・教育研究評議会資料によれば、「３月の教育研究評議会で決定いただきたい」とされ、各学部ではこれ

から教授会等に報告され、学部によってはその後、教員の意見を聴取した上で評議会に報告等することになる模様で

す。報告資料では「教職員がソーシャルメディアを利用するにあたって守るべき事項」とされていますが、利用ガイドラ

イン案では「教職員及び学生ソーシャルメディアを利用するにあたっての基本的な心得として定める」とされています。 

～わずか１カ月程度の「審議」で決めるのは拙速～ 

しかも、2月 2日の部局長会議で協議、2月 9日の教育研究評議会で審議、2月の各学部教授会等で報告等し 3

月上旬の教育研究評議会で決定と、わずか一か月足らずで決めてしまうのはあまりにも早計ではないでしょうか。 

かつて、軍事研究ガイドラインを教授会審議さえ行わず 2017年 5月に決定したものの、学内から様々な異論・批判

が出され、結局、一年後の 2018年４月に一部改正せざるを得なくなったことがありますが、今回もそうした二の舞になり

はしないかとの声も出ています。 

 

大学を守るための規制ではなく、学生の利益を守るガイドラインを 

私学では学生へ目を向けてガイドしています。３ページに掲載の法政大学の例をご覧くださ

い。その他、立命館大学では「知っておきたい SNS利用“五箇条”」として、分かりやすくガイ

ドしています。 


